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１ 公募の御案内 

光市では、次の市有地の随時受付による売払い（「随時売払い」といいます。）を実施

します。 

購入を希望する方は、この「市有地売払い公募案内書」をよくお読みになったうえでお

申し込みください。 

 

 

今回の売払い物件は、次の５件の土地です。  （令和７年４月１０日現在） 

 

物件番号 所 在 地 登記地目 登記地積 公募価格 

１ 光市千坊台三丁目４２８番 宅地 232.92㎡ 5,986,044 円 

２ 光市千坊台三丁目４３０番 宅地 236.20㎡ 6,070,340 円 

３ 光市室積六丁目３９９５番１５ 宅地 231.22㎡ 6,081,086 円 

４ 光市大字小周防１７３５番１３ 宅地 210.34㎡ 2,692,352 円 

５ 光市虹ケ丘二丁目７２０番２６８ 宅地 369.47㎡ 16,404,468 円 

物件説明書は、１３ページから２６ページです。 

 

 

 

問合せ・申込み先 

光市政策企画部財政課管財係 

〒743‐8501  光市中央六丁目１番１号 
ＴＥＬ ０８３３－７２－１４１４ 
ＦＡＸ ０８３３－７２－１４３６ 
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２ 市有地の売払いのながれ（随時売払い） 

 

１ 購入の申込み 

随時受付をしています。 

↓ 

２ 契約の締結 

   書類審査、内部事務等の手続を経て、契約を締結します。 

  ※契約締結時に契約保証金の納付が必要です。 

↓ 

３ 売買代金の支払 

   契約締結後６０日以内に売買代金をお支払いください。 

↓ 

４ 引渡し・所有権移転登記 

   売買代金の納付を確認後、所有権を移転します。 

物件は、所有権が移転したときをもって現状有姿（あるがままの状態） 

  で引き渡すものとします。 

登記手続に必要な手数料及び登録免許税は、購入者の負担になります。 
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３ 購入手続き 

３－１ 購入の申込み 

１ 随時売払い公募期間 

令和７年４月１日から、改めて入札による売払いの実施を決定するまで。 

なお、市等が公用又は公共用などに供するため必要となったときは、この期間にかかわ

らず、売払い対象地から除外します。 

 

２ 購入申込みの先着順受付 

（１)「市有地払下申請書」など、購入申込みの必要書類（６～８ページ）を添付して、

問合せ・申込み先（１ページ）に持参してください。 

（２）購入申込みの受理要件に適った方を、先着順で購入予定者とします。ただし、同日

中の受理については同順位とし、抽選により購入優先者を決定します。 

 

３ 購入申込み資格 

光市有地の購入申込みは、日本国内に居住している成人の方であればどなたでも参加で

きます。ただし、次の事項に該当する方は参加できません。 

（１）契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者 

（２）次のいずれかに該当すると認められる者であって、その事実があった後３年を経過

しない者及びその者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用す

る者 

ア 光市との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 光市の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な  

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 光市の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は市との契約者が契約を履

行することを妨げた者 

工 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又

は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて光市との契約を履行しなかった者 

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない者を、契約の

履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

（３）光市税を滞納している者 

（４）自己、自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同

条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（５）当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者 

（６）次のいずれかに該当する者 

ア 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって暴力団を利用するなどしている者 
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イ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

エ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（７）この入札に関する事務に従事する光市職員 

 

４ 購入に当たって付す条件 

購入する物件については、売買契約書において次の用途制限が付されますのでご注意く

ださい。 

購入者は、購入物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、

又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件

について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。 

なお、この用途制限の履行状況を確認するため、実地調査等を行うこと、また、違反し

た場合には違約金を請求することとします（詳しくは、「市有財産売買契約書」（９ページ

より）をご覧ください。）。 

 

５ 購入申込みの必要書類 

購入申込みには、次の必要書類を提出してください。 

（１）「市有地払下申請書」(６ページ)  

（２）個人の場合は、住民票の写し、印鑑登録証明書、身分証明書（本籍地の市区町村の

発行する証明書）、暴力団排除に関する誓約書、納税（完納）証明書（光市税） 

  ※いずれも発行日から３箇月以内のもの 

（３）法人の場合は、法人登記簿謄本、印鑑証明書、役員等名簿、暴力団排除に関する誓

約書、納税（完納）証明書（光市税（代表者が光市に住所を有する場合は、代表者の

光市税完納証明書も添付）） 

 ※いずれも発行日から３箇月以内のもの 

 

 

３－２ 現地説明・質問  

１ 現地説明 

（１）立て看板を設置しておりますので、各自現地を御確認ください。 

（２）土地は、現状のままで引き渡します。地上・地下工作物等（擁壁など）の補修や撤

去などは、光市では行いません。 

（３）売買契約書記載の地積は登記簿上の地積とし、今回測量は行いません。 

 

２ 質問等の受付 

質問等には随時対応いたしますので、問合せ・申込み先（１ページ）までご連絡くださ

い。 
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３－３ 契約の締結 

１ 契約の説明 

書類等審査の結果、受理された方には、契約手続の説明を行います。 

 

２ 契約の締結と契約保証金の納付について 

（１）購入予定者は、概ね１４日以内に、光市と「市有財産売買契約書」（９ページ）に 

より、売買契約を締結しなければなりません。 

（２）購入予定者が期限までに契約を締結しない場合は、払下げ申請はその効力を失いま 

す。 

（３）契約を締結する際には、売買代金の１０％以上を契約保証金として、光市の発行す

る納入通知書により、所定の金融機関で納入してください。 

（４）売買契約書に貼付する収入印紙など、契約の締結及び履行に関して必要な費用は、 

購入予定者の負担となります。   

 

 

３－４ 売買代金の支払い 

（１）売買代金は、契約を締結した日から、６０日以内にお支払いください。 

（２）契約保証金は売買代金に充当しますので、差額を光市の発行する納入通知書により、 

所定の金融機関で納入してください。 

（３）売買代金の支払いが期限までに行われなかった場合には、契約は解除されることが 

あります。この場合、契約保証金は違約金として光市に帰属します。 

 

 

３－５ 引渡し・所有権移転登記  

１ 引渡し 

 所有権が移転したときに、現状有姿のまま土地の引渡しがあったものとします。 

 

２ 所有権の移転と登記 

（１）土地の所有権は、売買代金の支払が完了したときに、光市から購入された方に移転

します。 

（２）登記手続は購入された方に行っていただきます。その際に、光市から土地売渡証を

交付しますので、交付日から６ヶ月以内に所有権移転登記を完了してください。完了

後、全部事項証明書（又はその写し）等の確認書類を提出してください。 

（３）所有権の移転登記に必要な登録免許税など一切の費用は、購入された方の負担とな

ります。 

 

 この「市有地売払い公募案内書」に定めのない事項については、地方自治法、地方自治

法施行令及び光市財務規則の定めるところによって処理します。 
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令和  年  月  日 
 
 
光市長 芳 岡   統  様 
 
 

住所  
 
氏名              

 
 

市 有 地 払 下 申 請 書 
 
 下記の市有地について払下げを受けたいので申請します。 
 

記 
 
１ 土地の所在 
     
 
２ 地目及び地積 
   地目         
   地積       ㎡ 
 
３ 払下げを受けようとする理由 
 
 
 
 
４ 添付書類 
 ・個人の方が購入される場合 … 住民票の写し、印鑑登録証明書、身分証明書、暴力団

排除に関する誓約書、納税（完納）証明書 

・法人の方が購入される場合 … 法人登記簿謄本、印鑑証明書、役員等名簿、暴力団排

除に関する誓約書、納税（完納）証明書 
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役員等名簿 

法人（団体）名             

役職名 

（法人・団体の場合） 
氏  名
ふ り が な

 生年月日 住   所 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

  
明・大・昭・平・令 

 ・ ・ 
 

（注）・法人及び団体にあっては、法人登記簿謄本に記載されている現在の役員全員（監査役

含む）を記入してください。 

・氏名には、ふりがなを付けてください。 

・「生年月日」欄は該当する年号を○印で囲んでください。 
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暴力団排除に関する誓約書 

 

□ 私（個人の場合） 

□ 当社（法人の場合） 

□ 当団体（団体の場合） は、下記のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを

誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

また、貴職において必要と判断した場合に、役員等名簿を提出すること及び当該役員等名

簿により当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

契約等の相手方として不適当な者 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる者 

（3）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる

者 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

る者 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いると認められる者 

(6) 前記(1)～(5)に該当する者の依頼を受けていると認められる者 

 

年  月  日 

光市長 芳 岡   統  様 
 

住所（又は所在地） 
氏名又は社名及び代表者名 

（提出者名：                ） 

 

（注）自署で記入してください。法人等で自署できない場合は、提出者名を自署で記入 

してください。 
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市有財産売買契約書様式 

市有財産売買契約書 
市有財産の売買について、売払人光市（以下「甲」という。）と買受人 

（以下「乙」という。）とは、次の条項により契約を締結した。 
（目的） 
第１条 甲は、その所有する次に掲げる財産（以下「本物件」という。）を乙に売り渡し、乙

は、これを買い受ける。 
所在地 区分 地目 地積 備考 

     
（代金） 
第２条 本物件の売買代金（以下「代金」という。）の額は、金       円とする。 
（契約保証金） 
第３条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金     円を甲に納付しなければ

ならない。 
２ 契約保証金には、利息を付さない。 
３ 契約保証金は、第１８条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 
４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、契約保証金を代金に充当する。 
５ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができるもの

とする。この場合においては、甲は、契約保証金を甲に帰属させるものとする。 
（代金の支払） 
第４条 乙は、代金のうち契約保証金を除いた金     円を甲の発行する納入通知書によ

り令和  年  月  日までに甲に支払わなければならない。 
（所有権の移転） 
第５条 本物件の所有権は、乙が代金を完納したときに乙に移転するものとする。 
（所有権の移転の登記） 
第６条 前条の規定により本物件の所有権が甲から乙に移転した後、甲は、乙に対し土地売渡

証の交付をし、乙は、当該所有権の移転の登記を行うものとする。 
２ 前項の登記に要する登録免許税その他一切の費用は、乙の負担とする。 
（本物件の引渡し） 
第７条 甲は、本物件の所有権が甲から乙に移転した後、速やかに本物件をその所在する場所

において乙に引き渡すものとする。 
（遅延利息） 

第８条 乙は、第４条に定める期日までに代金を支払わなかったときは、当該期日の翌日から

代金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未支払金額について光市財務規則（平成１

６年光市規則第４７号）第１２４条に規定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲

に支払わなければならない。 

（引渡し前の滅失） 
第９条 この契約締結の時から第７条の規定による本物件の引渡しが完了する時までの間に

おいて、天災地変その他甲又は乙のいずれの責にも帰することのできない事由によって、本
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物件が滅失し、甲がこれを引き渡すことができなくなったときは、乙は売買代金の支払いを

拒むことができ、甲又は乙はこの契約を解除することができる。 
（契約不適合責任） 
第１０条 乙は、この契約締結後本物件に数量の不足又は契約の内容に適合しないものがある

ことを発見しても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又はこの契約の

解除をすることができないものとする。 
（用途制限等） 
第１１条 乙は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、

本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を

目的とする権利の設定をしてはならない。 
（実地調査等） 
第１２条 甲は、前条に定める乙の義務の履行状況について随時実地に調査し、又は乙に対し

て所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 
２ 乙は、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前

項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 
（用途制限義務等の違反に対する措置） 
第１３条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額を違約金

として乙に請求することができる。 
(１) 第１１条の規定に違反したとき 当該違反を確認した時の本物件の価額の１０分の３

に相当する金額 
(２) 前条第２項の規定に違反して正当な理由なく同条第１項の規定による調査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき 当該違反を確認した

時の本物件の価額の１０分の１に相当する金額 
２ 前項の違約金は、違約罰と解釈するものとする。 
（契約の解除） 
第１４条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することがで

きる。 
２ 甲は、乙が第１１条の規定に違反したとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当するとき

は、前項の規定にかかわらず、催告をすることなく本契約を解除することができる。 
(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は、役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ

の他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）が暴対法第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき。 
(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 
(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 
(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
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(５) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき。 
(６)  前各号に該当する者の依頼を受けて契約を締結しているとき。 
３ 乙は、前２項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠

償を甲に請求することができない。 
４ 乙は、甲が第１項及び第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生

じたときは、その損害を賠償するものとする。 
（原状回復） 
第１５条 乙は、甲が前条第１項の規定によりこの契約を解除した場合は、本物件を甲が定め

る日までに乙の負担において原状に回復してその所在する場所において甲に返還しなけれ

ばならない。ただし、乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本物件を現状のまま返

還することができる。 
(１) 本物件が乙の責めに帰することができない理由により減失し、又は損傷したとき。 

(２) 甲が本物件を原状に回復することが適当でないと認めたとき。 
２ 乙は、前項第２号に該当する場合で本物件が減失し、又は損傷しているときは、本物件の

減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 
３ 乙は、第１項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲が定める日までに本物件の所

有権の移転の登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 
（有益費等の請求権の放棄） 
第１６条 乙は、甲が第１４条第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、本物件

に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求することができない。 
（代金の返還等） 
第１７条 甲は、この契約を解除した場合は、乙が既に支払った代金を乙に返還するものとす

る。この場合において、代金には、利息を付さないものとする。 
２ 甲は、この契約を解除した場合において、乙が既に支払った第８条の遅延利息及び第１３

条の違約金を乙に返還しないものとする。 
（損害賠償） 
第１８条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害

に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、その不履行が乙の

責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 
（返還する代金の相殺） 
第１９条 甲は、第１７条第１項の規定により代金を返還する場合において、乙が甲に支払う

べき第８条の遅延利息、第１３条の違約金、第１５条第２項の減損額又は前条に規定する損

害賠償額（以下「遅延利息等」という。）があるときは、返還する代金と遅延利息等の対等

額をもって相殺するものとする。 
（契約の締結に要する費用） 
第２０条 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。 
（疑義の解決） 
第２１条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 
（履行の決定） 
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第２２条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、

決定するものとする。 
以上の契約締結の証として、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有す

る。 
令和  年  月  日 

売払人  光 市 
光市長 芳 岡   統   

 
買受人  住所 
     氏名 
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  物 件 説 明 書     物件番号 １  

 
所  在  地 光市千坊台三丁目４２８番（同所１８番区域） 

地     積 ２３２．９２㎡ 

登 記 地 目 宅地 形 状 等 更地・整形・平坦 

公 募 価 格 ￥５，９８６，０４４－ 

接面道路の幅員 
及 び 構 造 

南側で幅員約４ｍの市道に約０．５ｍ高接面 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 周南都市計画区域の市街化区域 

用 途 地 域  第１種低層住居専用地域 

建 ぺ い 率  ５０％ 容積率 ８０％ 

その他の制限 建築協定有、高さ制限１０ｍ、建築基準法第２２条 

私道の負担等 
に関する事項 

負担の 
有 無 

無し 
負担の 
内 容 

無し 

供給・処理施設の状況 

 事 業 所 名 電話番号 

電 気 接続可 
中国電力ネットワーク㈱ 
周南ネットワークセンター 

0120-611-907 

上水道 引込可 光市水道局 0833-71-0700 

下水道 接続可 光市下水道課 0833-72-1485 

都市ガス 接続不可 ※集中ガス方式（ＬＰＧ）です。 

交 通 機 関 
鉄 道 ＪＲ光駅から東側に約 6.4ｋｍ 

バ ス ＪＲ・防長交通バス停「西新開」から約 800ｍ  

参 考 事 項 

光市土砂災害ハザードマップ 土砂災害警戒区域 急傾斜地の崩壊 
に該当しています。 
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             形 状 図     物件番号 １ 

 

現地写真     物件番号 １ 

 
（南側から撮影） 

市 道 

 
 

現 地 

市 道 
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          物 件 説 明 書     物件番号 ２  

 
所  在  地 光市千坊台三丁目４３０番（同所１８番区域） 

地     積 ２３６．２０㎡ 

登 記 地 目 宅地 形 状 等 更地・整形・平坦 

公 募 価 格 ￥６，０７０，３４０－ 

接面道路の幅員 
及 び 構 造 

南側で幅員約４ｍの市道に約０．５ｍ高接面 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 周南都市計画区域の市街化区域 

用 途 地 域  第１種低層住居専用地域 

建 ぺ い 率  ５０％ 容積率 ８０％ 

その他の制限 建築協定有、高さ制限１０ｍ、建築基準法第２２条 

私道の負担等 
に関する事項 

負担の 
有 無 

無し 
負担の 
内 容 

無し 

供給・処理施設の状況 

 事 業 所 名 電話番号 

電 気 接続可 
中国電力ネットワーク㈱ 
周南ネットワークセンター 

0120-611-907 

上水道 引込可 光市水道局 0833-71-0700 

下水道 接続可 光市下水道課 0833-72-1485 

都市ガス 接続不可 ※集中ガス方式（ＬＰＧ）です。 

交 通 機 関 
鉄 道 ＪＲ光駅から東側に約 6.4ｋｍ 

バ ス ＪＲ・防長交通バス停「西新開」から約 800ｍ  

参 考 事 項 

敷地内に電柱があります。（道路側隅）  
光市土砂災害ハザードマップ 土砂災害警戒区域 急傾斜地の崩壊 
に該当しています。  
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形 状 図     物件番号 ２ 

 

現地写真     物件番号 ２ 

 
（南側から撮影） 

 
 
 

市 道 

現 地 

市 道 

 

現 地 

市 道 
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物 件 説 明 書      物件番号 ３ 

所  在  地 光市室積六丁目３９９５番１５（同所７番区域） 

地     積 ２３１．２２㎡ 

登 記 地 目 宅地 形 状 等 旧宅地・整形・平坦 

公 募 価 格 ￥６，０８１，０８６－ 

接面道路の幅員 
及 び 構 造 

北側に幅員約４ｍの舗装市道、東側に幅員約４ｍの舗装市道、西側に

幅員約６ｍの舗装市道に等高接面 
約１６ｍ×１４ｍのほぼ正方形 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 周南都市計画区域の市街化区域 

用 途 地 域  第１種中高層住居専用地域 

建 ぺ い 率  ６０％ 容積率 ２００％ 

その他の制限 建築基準法第２２条 

私道の負担等 
に関する事項 

負担の 
有 無 

無し 
負担の 
内 容 

無し 

供給・処理施設の状況 

 事 業 所 名 電話番号 

電 気 接続可 
中国電力ネットワーク㈱ 
周南ネットワークセンター 

0120-611-907 

上水道 引込可 光市水道局 0833-71-0700 

下水道 接続可 光市下水道課 0833-72-1485 

都市ガス 未整備   

交 通 機 関 
鉄 道 ＪＲ光駅から東側に約８．５ｋｍ 

バ ス ＪＲバス停「室積小学校前」から約３００ｍ 

参 考 事 項 

敷地内に電柱があります。（北側市道と西側市道の道路交差点側） 
隣接地と共有の境界ブロック塀があります。 
光市高潮ハザードマップ 浸水した場合に想定される水深 1.0ｍ以上

～2.0ｍ未満の区域 浸水が始まってから予想される到達時間２時間 
光市津波ハザードマップ 浸水域 浸水深 0.01ｍ～0.3m 未満 
に該当しています。 
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案 内 図        物件番号 ３ 
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形 状 図       物件番号 ３ 

   

現 地 写 真      物件番号 ３ 

  
（北東側から撮影） 
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物 件 説 明 書      物件番号 ４ 

 
所  在  地 光市大字小周防１７３５番１３ 

地     積 ２１０．３４㎡ 

登 記 地 目 宅地 形 状 等 整形・平坦 

公 募 価 格 ￥２，６９２，３５２－ 

接面道路の幅員 
及 び 構 造 

西側で幅員約６．５ｍの県道に等高接面 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 周南東都市計画区域 

用 途 地 域  指定なし 

建 ぺ い 率  ６０％ 容積率 １００％ 

その他の制限  

私道の負担等 
に関する事項 

負担の 
有 無 

無し 
負担の 
内 容 

無し 

供給・処理施設の状況 

 事 業 所 名 電話番号 

電 気 接続可 
中国電力ネットワーク㈱ 
周南ネットワークセンター 

0120-611-907 

上水道 引込可 光市水道局 0833-71-0700 

下水道 未整備  

都市ガス 未整備  

交 通 機 関 
鉄 道 ＪＲ島田駅から北側に約３ｋｍ 

バ ス 防長交通バス停「下小周防」から約６０ｍ  

参 考 事 項 

敷地内に電柱があります。 
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案 内 図       物件番号 ４ 

 

 
 



２４ 
 

形 状 図     物件番号 ４ 

 

現地写真      物件番号 ４ 

   
（北側から撮影） 

 
 

市 道 
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             物 件 説 明 書     物件番号 ５ 

 
所在地（住居表示） 光市虹ケ丘二丁目７２０番２６８ 

面     積 ３６９．４７㎡ 

地     目 宅地 形 状 等 整形地、平坦 

公 募 価 格 ￥１６，４０４，４６８－ 

接面道路の幅員 
及 び 構 造 

 
西側で幅員約６ｍの舗装道路があるが、等高で接道していない状態 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 周南都市計画区域 

用 途 地 域 第１種低層住居専用地域 

建 ぺ い 率 ５０％ 容積率 ８０％ 

その他の制限  

私道の負担等 
に関する事項 

負担の 
有 無 

無し 
負担の 
内 容 

無し 

供給・処理施設の状況 

 事 業 所 名 電話番号 

電 気 接続可 
中国電力ネットワーク㈱ 
周南ネットワークセンター 

0120-611-908 

上水道 引込可 光市水道局 0833-71-0700 

下水道 接続可 光市下水道課 0833-72-1485 

都市ガス 未整備   

交 通 機 関 
鉄 道 ＪＲ光駅北口から西側に約６００ｍ 

バ ス 
ひかりぐるりんバス バス停「光駅北口」から西側に 
約６００ｍ 

参 考 事 項 

  土壌汚染、地下埋設物及び地盤に関する調査は、実施していません。 
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            案  内  図     物件番号 ５ 

 

       形 状 図 、 現 地 写 真   物件番号 ５ 

 

     

① ② 

① 

② 


